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長
野
県
民
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通
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害
共
済
と
は
、

会
費
を
支
払
い
、
会
員
に
な
っ
て
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け
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度
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す
。
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0 

0
円

◆
加
入
で
き
る
方

・
市
内
在
住
の
方

・
市
内
在
住
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方
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お
子
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ん
で
大

学
、
専
門
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へ
進
学
す
る
た

め
に
市
外
に
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ん
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い
る
方

※
中
学
生
以
下
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お
子
さ
ん
は
市

で
加
入
手
続
き
を
行
い
ま
す
の

で
申
込
み
は
不
要
で
す
。

◆
対
象
と
な
る
事
故

　

日
本
国
内
で
発
生
し
た
道
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上
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運
行
中
の
自
動
車
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バ
イ
ク
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自
転
車
等
に
よ
る
衝
突
、
転
落
、

接
触
等
の
事
故
等
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わ
せ
先
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消費者
トラブ

ル
情報

平成29年 4 月 1 日から都市ガス小売り全面自由化になります。

契約を変更するときには、
 契約内容の確認を慎重に‼

○これまで都市ガスは、地域ごとに特定の業者としか契約できませんでしたが、 4月か
ら消費者は業者を選択することが可能になります。今後、業者からの勧誘が活発にな
ることが予想されます。セールストークだけに気をとられずに、変更後に不具合があ
った際の連絡先や、解約の条件、切替え手続きの方法など一つずつ確認しましょう。

○プロパンガスから都市ガスに変更する、又はオール電化から切り替える場合、新たに
ガス管を自宅に引き込むための工事や解約金が発生する場合があるので、より慎重な
契約内容の確認が必要になります。アパートや賃貸住宅にお住まいの方は現在の契約
内容によっては個別に契約できない方もいるので、管理者にも確認しましょう。

～ 通話録音装置を無料で貸し出しています ～
　　振り込め詐欺や悪質商法の被害を防止するため、警告メッ
セージアナウンス機能や自動通話録音機能のある通話録音装
置を貸し出しています。
◆対象者　 ①高齢者（65歳以上）のみの世帯に居住する方
　　　　　②昼間、高齢者のみが在宅する世帯に居住する方
　　　　　③その他、貸出しが必要と認められる方
▼問い合わせ先 　小諸市消費生活センター（市民課市民係内）
　　　　　　　　☎31－5100（消費者相談専用）

　電力の小売自由化の時には大手電気会社をかたり、個人情報を聞き出すと
いう事案が発生しました。
　都市ガス会社からの電話であっても不審に思う事があれば、安易に情報を
伝えないで本当にガス会社なのか確認しましょう。

▼相談窓口
・電力・ガス取引監視等委員会相談窓口
　☎03－3501－5725（ガス小売自由化専用）
・小諸市消費生活センター（市民課市民係内）
　☎31－5100（消費者相談専用）
・長野県東信消費生活センター
　☎0268－27－8517
・消費者ホットライン
　☎188
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